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・  

 希望園の変更、追加を受け付けますので、期限内に申請をしてください。 

 申請のない場合は当初の申込みの内容にて第２次調整を行います。 
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階層

区分

1A

1B

2B

2

3

4 24,300円以上 48,600円未満

5 48,600円以上 51,000円未満

6 51,000円以上 60,700円未満

7 60,700円以上 72,800円未満

8-1 72,800円以上 77,101円未満

8-2 77,101円以上 84,900円未満

9 84,900円以上 97,000円未満

10 97,000円以上 109,000円未満

11 109,000円以上 111,000円未満

12 111,000円以上 123,000円未満

13 123,000円以上 135,000円未満

14 135,000円以上 157,000円未満

15 157,000円以上 169,000円未満

16 169,000円以上 191,000円未満

17 191,000円以上 213,000円未満

18 213,000円以上 235,000円未満

19 235,000円以上 257,000円未満

20 257,000円以上 279,000円未満

21 279,000円以上 301,000円未満

22 301,000円以上 397,000円未満

23 397,000円以上

詳しくは、下記のとおり配布しておりますので【施設型給付を受ける新制度幼稚園・
認定こども園在園児の預かり保育・一時預かり事業の利用者向け 幼児教育・保育の
無償化の申し込み案内】をご覧ください。

＜配布場所＞
　・松戸市役所　新館7階　保育課
　・松戸市内の施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園
　・松戸市ＨＰよりダウンロード

市民税所得割額が24,300円未満

施設型給付を受ける幼稚園や認定こども園に在籍する方（1号認定）で、保
育を必要とする事由（２ページ参照）を満たし、預かり保育を利用する場合

『施設等利用給付認定』を受けることにより、預かり保育等の保育料の助成を受
けることができます。

【8】　令和8年度　利用者負担額表（１号認定用）

児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額）円

定義  ３～５歳児

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）

　　　　　　 保育料０円

　　　　　　その他保護者の負担額
　　　　　　　・給食費
　　　　　　　・行事費
　　　　　　　・教材費
　　　　　　　・延長保育料　等

非課税世帯（単親）

非課税世帯

均等割額のみ（所得割額は0円）



    令和８年度　　利用者負担額表（２，３号認定用）

階層区分は、４月～８月は前年度分の市町村民税、９月～翌年３月分は当年度分の市町村民税より決定します。

階層

区分

1A 0 0 0 0

1B 0 0 0 0

2B 0 0 0 0

2 7,600 6,000 3,800［3,800］ 3,000［3,000］

3 9,200 7,300 4,600［4,600］ 3,700［3,700］

4 24,300円以上 48,600円未満 10,800 8,600 5,400［5,400］ 4,300［4,300］

5 48,600円以上 51,000円未満 13,900 11,100 7,000［7,000］ 5,600［5,600］

6-1 51,000円以上 57,700円未満 15,400 12,300 7,700［7,700］ 6,200［6,200］

6-2 57,700円以上 60,700円未満 15,400 12,300 7,700［7,700］ 6,200［6,200］

7 60,700円以上 72,800円未満 18,300 14,600 9,200［9,000］ 7,300［7,300］

8-1 72,800円以上 77,101円未満 23,300 18,600 11,700［9,000］ 9,300［9,000］

8-2 77,101円以上 84,900円未満 23,300 18,600 11,700 9,300

9 84,900円以上 97,000円未満 24,400 19,500 12,200 9,800

10 97,000円以上 109,000円未満 28,900 23,100 14,500 11,600

11 109,000円以上 111,000円未満 31,500 25,200 15,800 12,600

12 111,000円以上 123,000円未満 35,800 28,600 17,900 14,300

13 123,000円以上 135,000円未満 36,600 29,200 18,300 14,600

14 135,000円以上 157,000円未満 42,600 34,000 21,300 17,000

15 157,000円以上 169,000円未満 44,500 35,600 22,300 17,800

16 169,000円以上 191,000円未満 48,100 38,400 24,100 19,200

17 191,000円以上 213,000円未満 51,300 41,000 25,700 20,500

18 213,000円以上 235,000円未満 55,900 44,700 28,000 22,400

19 235,000円以上 257,000円未満 57,000 45,600 28,500 22,800

20 257,000円以上 279,000円未満 58,500 46,800 29,300 23,400

21 279,000円以上 301,000円未満 59,600 47,600 29,800 23,800

22 301,000円以上 397,000円未満 63,200 50,500 31,600 25,300

23 397,000円以上 64,700 51,700 32,400 25,900

備考 ① この表の年齢区分は、令和８年４月１日の満年齢とし、その年度中に限り変更はありません。

② 市町村民税所得割課税額を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除や寄付金税額控除等の税額控除は適用されません。

③ 市町村民税額の確認が取れない世帯（未申告等）につきましては最高階層での請求となります。

④ 小学校就学前のお子さまが２人以上いる世帯で、幼稚園及び保育所（園）等に通園している最年長のお子さまを第一子と

した場合、第２子は約半額となります。（幼稚園等の場合は在園証明書をご提出ください）

⑤ ６-１階層までは④にかかわらず、第２子は約半額となります。

⑥ 第３子以降は市町村民税にかかわらず（所得制限なし）、無料となります。

⑦ ８-１階層までのひとり親世帯等については、④、⑤、⑥にかかわらず、第１子は第２子の利用者負担額の［　］書きの

額が適用され、第２子以降無料となります。

⑧ 「３歳から５歳」と「０歳から２歳の住民税非課税世帯」の保育料は０円となります。

＜3歳以上児の保育料以外の徴収する費用について＞

　給食費、行事費、教材費、延長保育料等はそれぞれの施設で金額を決定し、徴収します。

　※ただし、給食費については、上記階層表に照らし、以下の１～3までの児童については免除されます。

１．８－１階層までの要保護等（※）がいる世帯

　　※生活保護受給者及びひとり親世帯等

２．６－１階層までの世帯

３．同一世帯内の小学3年生以下から数えた第３子以降に該当する児童

　各種費用の詳細について、

　【公立保育所は、松戸市役所　保育課（047-366-7351）】へ　

　【民間保育園・小規模保育施設・認定こども園は、各施設】へお問合わせください。

児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額）円 第２子の利用者負担額（月額）円

３歳以上児
定義

３歳未満児 ３歳未満児

保育所（園）
認定こども園

小規模保育事業
保育所（園）
認定こども園

小規模保育事業

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）  

 

 

 保育料0円
　
その他保護者の負担額
・給食費
・行事費
・教材費
・延長保育料　等

非課税世帯（ひとり親世帯等）

非課税世帯

均等割額のみ（所得割額は0円）

市民税所得割額が24,300円未満

標準時間認定



    令和８年度　　利用者負担額表（２，３号認定用）

階層区分は、４月～８月は前年度分の市町村民税、９月～翌年３月分は当年度分の市町村民税より決定します。

階層

区分

1A 0 0 0 0

1B 0 0 0 0

2B 0 0 0 0

2 7,400 5,900 3,700［3,700］ 3,000［3,000］

3 9,000 7,200 4,500［4,500］ 3,600［3,600］

4 24,300円以上 48,600円未満 10,600 8,400 5,300［5,300］ 4,200［4,200］

5 48,600円以上 51,000円未満 13,600 10,800 6,800［6,800］ 5,400［5,400］

6-1 51,000円以上 57,700円未満 15,100 12,000 7,600［7,600］ 6,000［6,000］

6-2 57,700円以上 60,700円未満 15,100 12,000 7,600［7,600］ 6,000［6,000］

7 60,700円以上 72,800円未満 17,900 14,300 9,000［8,800］ 7,200［7,200］

8-1 72,800円以上 77,101円未満 22,900 18,300 11,500［8,800］ 9,200［8,800］

8-2 77,101円以上 84,900円未満 22,900 18,300 11,500 9,200

9 84,900円以上 97,000円未満 23,900 19,100 12,000 9,600

10 97,000円以上 109,000円未満 28,400 22,700 14,200 11,400

11 109,000円以上 111,000円未満 30,900 24,700 15,500 12,400

12 111,000円以上 123,000円未満 35,100 28,000 17,600 14,000

13 123,000円以上 135,000円未満 35,900 28,700 18,000 14,400

14 135,000円以上 157,000円未満 41,800 33,400 20,900 16,700

15 157,000円以上 169,000円未満 43,700 34,900 21,900 17,500

16 169,000円以上 191,000円未満 47,200 37,700 23,600 18,900

17 191,000円以上 213,000円未満 50,400 40,300 25,200 20,200

18 213,000円以上 235,000円未満 54,900 43,900 27,500 22,000

19 235,000円以上 257,000円未満 56,000 44,800 28,000 22,400

20 257,000円以上 279,000円未満 57,500 46,000 28,800 23,000

21 279,000円以上 301,000円未満 58,500 46,800 29,300 23,400

22 301,000円以上 397,000円未満 62,100 49,600 31,100 24,800

23 397,000円以上 63,600 50,800 31,800 25,400

備考 ① この表の年齢区分は、令和８年４月１日の満年齢とし、その年度中に限り変更はありません。

② 市町村民税所得割課税額を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除や寄付金税額控除等の税額控除は適用されません。

③ 市町村民税額の確認が取れない世帯（未申告等）につきましては最高階層での請求となります。

④ 小学校就学前のお子さまが２人以上いる世帯で、幼稚園及び保育所（園）等に通園している最年長のお子さまを第一子と

した場合、第２子は約半額となります。（幼稚園等の場合は在園証明書をご提出ください）

⑤ ６-１階層までは④にかかわらず、第２子は約半額となります。

⑥ 第３子以降は市町村民税にかかわらず（所得制限なし）、無料となります。

⑦ ８-１階層までのひとり親世帯等については、④、⑤、⑥にかかわらず、第１子は第２子の利用者負担額の［　］書きの

額が適用され、第２子以降無料となります。

⑧ 「３歳から５歳」と「０歳から２歳の住民税非課税世帯」の保育料は０円となります。

＜3歳以上児の保育料以外の徴収する費用について＞

　給食費、行事費、教材費、延長保育料等はそれぞれの施設で金額を決定し、徴収します。

　※ただし、給食費については、上記階層表に照らし、以下の１～３までの児童については免除されます。

１．８－１階層までの要保護等（※）がいる世帯

　　※生活保護受給者及びひとり親世帯等

２．６－１階層までの世帯

３．同一世帯内の小学3年生以下から数えた第３子以降に該当する児童

　各種費用の詳細について、

　【公立保育所は、松戸市役所　保育課（047-366-7351）】へ　

　【民間保育園・小規模保育施設・認定こども園は、各施設】へお問合せください。

児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額）円 第２子の利用者負担額（月額）円

３歳以上児
定義

３歳未満児 ３歳未満児

保育所（園）
認定こども園

小規模保育事業
保育所（園）
認定こども園

小規模保育事業

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）  

 

 

 保育料0円
　
その他保護者の負担額
・給食費
・行事費
・教材費
・延長保育料　等

非課税世帯（ひとり親世帯等）

非課税世帯

均等割額のみ（所得割額は0円）

市民税所得割額が24,300円未満

短時間認定







 





 

 

 



 







 

 

 

 



 



 

 





 



















 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 

 



   【11】保育園・幼稚園・その他サービスに関する情報

松戸市独自私立幼稚園の
預かり保育料の助成について

松戸市子育て情報
LINE公式アカウント

施設等利用費(預かり保育等)・
松戸市私立幼稚園預かり

保育料助成の請求について

送迎保育ステーション
について

Web口座振替受付サービス
について

保育所（園）・小規模保育事
業・認定こども園一覧

保育施設マップ
（ここdeサーチ）

保育施設マップ
（やさシティマップ）

保育施設の利用案内
オンライン申請

（マイナポータル）

松戸市オンライン申請システム

幼児教育・保育の無償化
について

幼稚園の入園手続きについて松戸市内の幼稚園一覧
保育所（園）利用申込に関する
オンライン相談窓口について



☏047-347-2525

☏047-382-6877

☏047-309-6622

☏047-391-7003

☏047-393-8688

☏047-366-7347 


